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広報あぐい　２００６年１２月１５日号

早
・
延
長
保
育
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
草
木
保
育
園
、
町
立

北
原
保
育
園

□
勤
務
内
容　

早
朝
・
延
長
保
育
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

五
人

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
前

七
時
半
〜
午
前
十
一
時
半
、
午
後
三
時

半
〜
午
後
七
時
（
一
日
七
・
五
時
間
）

乳
児
保
育
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
勤
務
内
容　

乳
幼
児
保
育
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

五
人
程
度

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
半
（
一
日
七

時
間
）

土
曜
延
長
保
育
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所

　

町
立
草
木
保
育
園
、
町
立
北
原
保
育
園

□
職
務
内
容　

土
曜
日
の
延
長
保
育
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

二
人

□
勤
務
時
間　

土
曜
日
の
午
前
十
一
時
半

〜
午
後
四
時
（
一
日
四
･
五
時
間
）

障
害
児
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
職
務
内
容　

障
害
児
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

三
人
程
度

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
（
一
日
六
・

五
時
間
程
度
）

代
休
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所

　

町
立
草
木
保
育
園
、
町
立
北
原
保
育
園

□
職
務
内
容　

代
休
職
員
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

二
人

□
勤
務
時
間　

月
平
均
二
日
程
度

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
半
（
一
日
七

時
間
）

指
定
休
対
応
・
な
か
よ
し
広
場
担
当

□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
職
務
内
容　

指
定
休
保
育
士
の
対
応
業

務
と
な
か
よ
し
広
場
対
応
業
務

□
募
集
人
員　

五
人

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
半
（
一
日
七

時
間
）
と
な
か
よ
し
広
場
（
月
二
日
）

育
休
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
草
木
保
育
園

□
職
務
内
容　

育
休
保
育
士
の
対
応
業
務

（
ク
ラ
ス
持
ち
）

□
募
集
人
員　

二
人

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時
（
一
日
七
・

五
時
間
）◇　
　
　
　
　

◇

□
勤
務
期
間　

平
成
十
九
年
四
月
一
日
〜

　

九
月
三
十
日

□
賃　

金　

九
百
三
十
円
（
時
給
）

　

ク
ラ
ス
持
ち　
　

千
円
（
時
給
）

□
応
募
資
格　

保
育
士
資
格
の
あ
る
方

□
面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）
保
育
士
証
の
写
し

□
申
込
期
限

　

平
成
十
九
年
一
月
十
二
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
福
祉
課
児
童
福
祉
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
０
１
）

□
募
集
科
名
お
よ
び
定
員　

電
気
工
事
科
＝
十
人
、
ホ
ー
ム
設
備
ラ

イ
ン
科
＝
三
十
人
、
住
宅
イ
ン
テ
リ
ア

科
＝
三
十
人
、
住
宅
エ
ク
ス
テ
リ
ア
科

＝
三
十
人

□
訓
練
期
間

電
気
工
事
科
＝
四
月
十
一
日
か
ら
一
年

間
、
そ
の
他
の
科
＝
同
日
か
ら
六
カ
月

間
□
募
集
期
間

平
成
十
九
年
一
月
九
日（
火
）〜
二
月
十

六
日（
金
）

□
応
募
資
格

　

職
業
を
転
換
し
よ
う
と
す
る
方
で
、
中

学
校
を
卒
業
し
た
方
ま
た
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
方
。

　

電
気
工
事
科
は
若
年
未
就
職
の
方
（
お

お
む
ね
三
十
歳
未
満
）

□
説
明
見
学
会

第
一
回
＝
一
月
三
十
日（
火
）、
第
二
回

＝
二
月
十
三
日（
火
）、
各
回
と
も
午
後

一
時
半
開
始

□
入
校
選
考

　

平
成
十
九
年
三
月
二
日（
金
）、
適
性
試

験
と
面
接

□
訓
練
経
費
な
ど

　

授
業
料
、
実
習
用
教
材
費
は
無
料
で
す

が
、
一
部
負
担
金
が
あ
り
ま
す
。

□
そ
の
他

　

愛
知
県
立
の
ほ
か
の
高
等
技
術
専
門
校

で
も
さ
ま
ざ
ま
な
科
目
の
訓
練
生
を
募
集

し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

高
浜
高
等
技
術
専
門
校

　

�
０
５
６
６（
５
３
）０
０
３
１

　

半
田
公
共
職
業
安
定
所

　

�（
２
１
）０
０
２
３
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年
末
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
不
法

投
棄
を
防
止
す
る
た
め
、
町
で
は
「
不

法
投
棄
防
止
強
化
パ
ト
ロ
ー
ル
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
近
隣
の
迷
惑
に
な
り
、

土
壌
汚
染
な
ど
環
境
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
ま
す
。
ま
た
、「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」（
廃
棄
物
処

理
法
）
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

違
反
し
た
場
合
は
「
五
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
一
千
万
円
以
下
の
罰
金
」

の
重
い
処
罰
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
め
て
く
だ
さ

い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
３
１
７
）

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化
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